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   開     議 

 

 

○浅野敏明議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、勝見英一朗議員から資料の配付につい

て申出があり、会議規則第150条の規定により

許可いたしましたので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○浅野敏明議長 日程第１、市政一般に関する質

問を行います。 

 なお、質問の時間は、答弁を含めて60分以内

となっておりますので、ご協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 勝見英一朗議員の質問 

 

 

○浅野敏明議長 順位１番、議席番号２番、勝見

英一朗議員。 

  （２番勝見英一朗議員登壇） 

○２番 勝見英一朗議員 政新長井の勝見です。

貴重な時間ですので、早速質問に入らせていた

だきます。 

 ８月３日の線状降水帯による記録的な豪雨の

際は、市長の指示の下、迅速な避難指示と避難

所の開設等、懸命な対応をなされたことに感謝

申し上げます。特にボランティアセンターの立

ち上げや被災ごみの回収を早期に決定いただい

たことはありがたいことでした。 

 被災の状況は、県内初の大雨特別警報が発令

され、市内全域に避難指示が出される中、人命

に関わる被害がなかったとはいえ、床上・床下

浸水に遭われた方も多く、甚大な被害を被った

といって過言ではないと思います。 

 市職員が一生懸命対応されている姿は目にし

ておりますが、今後さらに深刻化するであろう

自然災害に、一層万全に備えるために気づいた

ことを３点質問させていただきます。 

 まず、最初の質問は、市役所の災害対応窓口

を一本化できないかということです。 

 例えば住宅の畳をクリーンセンターに持って

いく場合、住宅に関わる罹災証明と言うより、

総務課で被災証明の申請をし、その後、市民課

に回って被災ごみの減免申請をし、発行された

減免書類を持ってクリーンセンターにごみを持

っていき減免措置を受けるという手続を取るこ

とになります。事務処理上は確かにこうなるの

ですが、災害時の対応としては手間がかかり過

ぎるという気がいたします。実際、後片づけで

忙しい中、こんな面倒なことはできないとおっ

しゃる被災者の方もおられましたし、真っすぐ

クリーンセンターに持っていっても、泥をかぶ

っているのだから被災ごみとすぐ分かるはず、

その場で減免できるはずだとも言われました。

こうした実態を踏まえると、被災者対応の窓口

は一本化されるのが望ましいと考えるのですが、

いかがでしょうか。 

 総務課なり、市民課なり、税務課なりの役割

はあるとしても、緊急時は災害対応部門を置い

てそこに各課職員を張りつければ大概はそこで

済ませられます。内線を回せば対応は同じだと

思われるかもしれませんが、被災者心理はそう
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ではない。十分分かっておられることを承知で

いえば、できるだけ柔軟に迅速に、が肝腎です。

災害発生から数日間が勝負ですので、その間は

危機管理室だけでなく、市役所全体が特別体制

に入っていい。その間、他の窓口業務が少し時

間がかかったとしても、市民の理解は得られる

のではないでしょうか。 

 今は様々な課題を洗い出され、改善の方向を

まとめておられる中にこの件も含まれているか

もしれませんが、対応窓口の一本化について総

務参事のお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 次に、関連することですが、罹災・被災証明

発行申請のオンライン申請について申し上げま

す。 

 この申請に当たっては、土日、休日も市役所

を開けて対応していただいたことはありがたい

のですが、時間は午前９時から午後４時までで

す。被災された方の中には、家の片づけで近く

の方とか親類とかが来てくれていて、申請に市

役所に出向く時間もないという方もいらっしゃ

ったと思います。そのようなとき、オンライン

申請できれば早朝とか夜とかにも手続できます

し、高齢の方であっても子供さんとかに操作し

てもらうこともできます。罹災証明は申請受理

後、被災状況を確認するために調査員が現地に

行くわけですから、申請はオンラインで十分と

思います。そうした申請を可能とすることにつ

いて、同じく総務参事にお尋ねいたします。 

 次に、災害時の迅速な対応のための災害協定

について市長にお尋ねいたします。 

 本市は、道路や水道等のインフラ確保、ある

いは食料・飲料確保のために様々な事業者や団

体と災害協定を結ばれていると思いますが、こ

のたびの豪雨災害ではどのような協定が生きた

ものでしょうか。災害協定は平時には知られて

いない部分ですので、実効性のあった事例をご

紹介いただきたいと思います。 

 あわせて、災害箇所の復旧に関して質問いた

します。 

 今回の豪雨では、寺泉地区で大規模な土砂流

出と道路の崩壊が起こりました。現場では地元

の事業者が重機で復旧に当たってくださってお

りましたが、管理区分でいえば農業用水路部分

は土地改良区、道路は市が管理に当たっており

ます。ただ、その他のところでは、今回の災害

において管理区分が明確でないところも見受け

られたようで、非常時になって初めて管理者は

どこかとならないよう、平時において管理区分

を明確にし、非常時には市が積極的に情報収集

して当該管理者に伝え、迅速に復旧が図られる

ようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 また、現在の異常気象を見ると、膨大な雨量

を広域で受け止め、被害を分散化・最小化する

という流域治水の考えを具体化させることが市

内の消火栓も含めた豪雨対策で必要になってき

ていると思うのですが、市長はどのようにお考

えでしょうか。 

 次に、４月に実施された全国学力・学習状況

調査（以下、全国学調と簡略化いたします）に

関連し、質問させていただきます。 

 なお、質問では、多少数字を引用することに

なり、お聞きくださる方には把握しづらいとこ

ろもあるかと存じますが、ご容赦いただきたい

と思います。 

 また、当初の一般質問の予定では、この全国

学調の質問だけを予定していたのですが、豪雨

災害に関する質問を入れることになり、時間の

関係上、全国学調の質問の半分を次回定例会に

回すことにいたしました。次回定例会では本日

の内容を踏まえて質問させていただく予定です

ので、よろしくお願いいたします。 

 さて、質問に入る前に、この全国学調の概要

に触れさせていただきます。この調査は、義務

教育の機会均等と水準の維持向上を目的として、

平成19年度から小学６年生の国語と算数、中学
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３年生の国語と数学を軸に実施されてきました。

各教科の調査問題は、主として知識に関するＡ

問題と活用に関するＢ問題で構成されておりま

したが、令和元年度調査からＡ、Ｂを統一した

問題となりました。 

 また、今年度、国語、算数・数学に加えて実

施された理科は、平成24年度、平成27年度、平

成30年度に続き４回目の実施で、このほか、令

和元年度に英語が、令和３年度に保護者に対す

る質問紙調査が行われております。こうした調

査については、毎年度詳細な分析結果が公表さ

れているのですが、平成23年度は東日本大震災

のため、そして令和２年度はコロナ禍のため全

国的な分析は公表されておりません。 

 この全国学調を見る上で触れておかなければ

ならないことがもう一つあります。それは平成

29年度から都道府県平均が整数値で示されるよ

うになったということです。例えば平成29年度

の国語Ａの平均正答率は、山形県76％と公表さ

れたのですが、山形県の76というのは小数点以

下を四捨五入した値ですので、75.5から76.4の

間という幅を持つことになりました。これでは

経年比較など分析はとてもできませんので、今

回は整数値で示された山形県の平均値をそのま

ま使って全国との差を取り、自分なりの分析を

行うことといたしましたので、ご理解いただき

たいと思います。 

 また、山形県は市町村ごとの結果を公表して

おりませんので、本質問に当たっては山形県の

数値を基に特徴を述べ、では本市はどのような

状況にあるかといった質問形式にならざるを得

ないことにもご理解くださるようお願いいたし

ます。 

 最初に、国語と算数・数学を見ていくことに

いたします。今年度の山形県の結果は、小学校

で国語は全国平均程度でしたが、算数は全国を

下回り、中学校では国語、数学ともに全国平均

を上回りました。特に数学が全国平均を上回っ

たのは2014年度以来８年ぶりです。 

 単年度で見れば良好な結果といった感じです

が、もう少し詳しく見たいと思い、国語と算

数・数学の平均正答率の全国との差を平成25年

度から調べてみました。配付資料１のとおりで、

結論を申し上げれば山形県の小学校国語は全国

並み、中学校の国語は全国より高い、小学校の

算数、中学校の数学は共に全国より低いという

のが平成25年度以降を概観した私の実感です。 

 そう思いつつ、児童生徒質問紙の中の数学の

勉強は好きだという項目の回答を見て疑問が一

つ湧いてきました。令和４年度の調査では、当

てはまる、どちらかというと当てはまるという

肯定的な回答は、中学校で全国比マイナス0.1

ポイント、逆に令和３年度の数学の平均正答率

は全国よりマイナス1.2ポイントだったのに、

数学の勉強が好きだとの回答は全国より2.4ポ

イント高い、この事実をどう理解すればよいの

か。そもそも数学の勉強が好きだということと

学力とは関係があるのかという疑問が生じまし

た。 

 そこで、平成25年度以降の小学校国語と算数、

中学校国語と数学の平均正答率の全国との差と、

その教科の勉強が好きだと肯定的に回答した児

童生徒の割合の全国との差を調べてみることに

しました。それが配付資料２の数字です。 

 次に、この２つには相関があるのかどうか疑

問に思い、相関係数を出してみました。その結

果は配付資料３のとおりです。結果はどの関係

を取っても出てくる数値はマイナス0.3からプ

ラス0.1まで。ということは、一部に弱い負の

相関もあるが、大して相関関係はないというこ

とになります。これはちょっとした驚きでした。

一般的にはその教科の勉強が好きだということ

と学力は正の相関があると考えていたのですが、

県と全国の平均値の差ではそうならない。 

 そこで、長井市はどうなのかを教育長にお尋

ねいたします。本年度の国語と算数・数学の状
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況及び過去の結果を概観しての傾向、及び算

数・数学を好きにさせることは大切だが、それ

が学力とどう関連づければよいのか、教育長の

ご見解をお尋ねいたします。 

 次に、もう一つ視点を変えて見ていくことに

いたします。それは年度ごとの比較ではなく、

同一母集団の比較です。例えば平成27年度の小

６の学年集団が、３年後の平成30年度の中３の

ときに全国との差がどうなったかを見ていくと

いうことです。令和２年度はコロナ禍で全国の

平均値が公表されませんでしたので、平成25年

度以降で比較可能なのは平成29年度の小６を除

いた６つの学年ということになります。それぞ

れが小６から３年後の中３にかけ、どう変化し

たかを示したのが配付資料４です。国語は３年

後に４つの集団は上昇、２つの集団は下降、数

学は３つの集団が下降、２つの集団が上昇と見

てよいかと思います。 

 一般的に全国学調を見る際、前年度比較をい

たしますが、そもそも母集団が違うのですから

どんな指導がどんな結果に結びついたかを分析

するのは難しいように思います。同一母集団が

どう変化したか、その要因は何だったのかを分

析することこそ重要と考えるのですが、いかが

でしょうか。 

 そこで、教育長にお尋ねいたします。今述べ

た山形県の同一母集団の示すこのような傾向に

ついて本市はどうだったのでしょうか。また、

年度ごとの変化ではなく、同一母集団の３年後

の変化を分析することについてどうお考えでし

ょうか、お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、国語及び算数・数学の領域別の調査結

果について教育長にお尋ねいたします。配付資

料では５と６をご覧ください。まず国語ですが、

話すこと、聞くことの領域で山形県の平均正答

率と全国との差がどう推移してきたかを平成27

年度から見ていきますと、小学校では令和元年

度に1.9ポイント上回った以外は全て全国を下

回っております。これを見ると、小学校国語で

は、話すこと、聞くことにおいて課題があるの

ではないかと思えてきます。さらに小学校では、

読むことにおいても全国との差はマイナスとな

る年度が多く、今年度もマイナス3.5ポイント

でした。 

 同様に算数・数学の内容についても見ていく

ことにいたします。４つの領域ごとの平均正答

率の山形県と全国との差を平成27年度から見て

いくと、８割以上がマイナスとなっております。

言葉でいうとそんなものかと思えるかもしれま

せんが、マイナスを赤字で表した表のほとんど

が赤で埋まる様子は、たかが１ポイント、２ポ

イントと言えない現実を感じさせてくれます。 

 特に小学校の数と計算は、平成27年度以降、

全国との差は全てマイナス、中学校の数と式は、

今年度のプラス2.8ポイントだったのを除き、

残りは全てマイナスとなっております。今年度

の調査で８年ぶりに中学校数学が全国平均を上

回ったと喜ばれておりますが、数と計算の領域

でプラスになったものの、他の３つの領域は全

てマイナス、数学が上がったと判断するには尚

早と感じてしまいます。 

 では、本市はどうなのか、お尋ねいたします。

生活の基本である話すこと・聞くこと及び読書

習慣の強化に取り組んでいる本市における読む

ことはどのような状況にあるのか、また、算

数・数学の基礎的技能である数と計算、数と式

はどうだったのか、お話しいただきたいと思い

ます。 

 最後に、特異な能力を持つ子供の伸長につい

て教育長にお尋ねいたします。 

 全国学調の児童生徒質問紙に平日の学習時間

を問う質問があります。月曜日から金曜日まで

１日平均どれくらい勉強しているかを聞いたも

ので、塾の勉強やインターネットを使った学習

も含んだ時間です。今年度の調査では、配付資

料７にあるように、３時間以上と回答したのが
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小学校で全国11.3％に対し山形県4.6％、中学

校では全国9.9％に対し山形県4.1％と、小・中

とも全国平均の半分以下でした。２時間以上に

広げれば差は小さくなるものの、全国との差は

７ポイント以上あります。この傾向は昨年度も

同様でした。 

 この設問に関しては、勉強だけが大切でない

というお考えが多数あることも、無理に勉強さ

せることの弊害も承知しておりますが、だから

といってこの差を気にしないでいられるほどで

はありません。 

 もう一つの質問も見てみます。昨年度の調査

には、学習塾の先生や家庭教師の先生に教わっ

ていますかという質問がありました。それに対

し、教わっていないと回答したのが小学校で全

国52.6％に対し山形県69.2％、中学校で全国

36.4％に対し山形県62.4％同じ質問の回答項目、

学校の勉強より進んだ内容や難しい内容を教わ

っていると回答したのが小学校で全国25.7％、

山形県14.4％、中学校で全国19％、山形県

10.5％。集団の平均値で10ポイント以上も開き

があれば、全く別の集団といって過言ではない

と思います。 

 このことに関しても、教科書の先取りは適切

でない、詰め込みにつながるというご批判があ

ろうことも分かっております。しかし、ふだん

の授業では満足できない子供が一定の割合で存

在することも知られた事実です。その割合は

２％という調査もあります。 

 昨年１月の中央教育審議会答申「令和の日本

型教育の構築を目指して」の中でも、いわゆる

ギフテッドと呼ばれる子供の育成がこれまで十

分に議論されていなかったとし、発展的な学習

の充実や学校外での学びに児童生徒をつないで

いくことを検討・分析する必要があると述べら

れております。このことに向き合う観点からも、

この質問項目と回答を取り上げました。 

 では、果たして長井市の子供の学習時間はど

うなのか。また、現時点で学校に収まり切れな

い子供の居場所を整備し、答申が示すような大

学や民間団体等との連携には至らないまでも、

その能力の特異性を認め、伸長させようという

姿勢は必要と思いますので、教育長のお考えを

お聞かせいただきたいと思います。 

 以上、全国学調について４点質問いたしまし

た。全国学調の経過等を分析してみて、これな

ら自前の調査のほうがもっと適切なデータを得

られると感じましたし、また、山形県の考えに

基づくことで致し方ないところはありますが、

本市児童生徒の実情をもっと把握されていなけ

ればならないとも感じました。そのことについ

ては、次回定例会の一般質問でお尋ねすること

といたします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご答弁

よろしくお願いいたします。 

○浅野敏明議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 勝見議員から大きく２点ご提言、またご質問

をいただきました。私からは最初の災害対応に

ついてということで、（３）の現在の災害協定

はどのように生かされたのか等々についてお答

えを申し上げます。 

 まず最初に、このたびの８月３日、４日にか

けての大雨、集中豪雨等による災害でございま

すが、詳しくは調べておりませんが、私の感覚

では恐らく昭和42年の羽越水害以来、55年ぶり

の長井市にとって大きな被害であったと思って

おります。 

 ただ、幸いにして人的な被害がなかったとい

うこと、それから、近年ですと平成25年、平成

26年のときには南陽市のほうで堤防決壊があっ

て、まちなかの数千戸が床下・床上浸水という

ような大きな災害があったわけでございますが、

そこから比べれば比較的少なく済んだのかなと。 

 ただ、それでも、床上浸水が住宅で13軒、そ

して床下浸水が75軒、計86軒の市民の皆様の住
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宅被害があったと。このことが勝見議員おっし

ゃるような窓口の一本化やら、あるいはその後

の対応等々についてのご質問につながってくる

わけでございますが、勝見議員には８月４日、

翌日２日目のときの市役所の災害本部のほうに

訪れていただいて、職員に激励なり、あるいは

様々な提言をいただいたことをこの場で改めて

感謝を申し上げたいと思います。 

 それでは、最初の、現在の災害協定はどのよ

うに生かされたのかということについてお答え

を申し上げます。 

 現在、長井市では大規模な災害に迅速、円滑

に対応するため、自治体11件、公的機関９件、

民間26件の合計46件の災害協定を締結しており

ます。ただ、これはそのほとんどが平成23年の

東日本大震災以降の協定でございまして、それ

以前は、平成７年にたしか国の災害対策等の法

律改正等々によって、山形県内の自治体での協

定、それから福島県、宮城県、山形県との協定、

この２つが平成７年、平成９年に締結になりま

して、今考えますと形だけだと私は思っていま

す。その後、長井市の姉妹都市の結城市、それ

からフラワー都市交流、あやめサミット、こう

いった団体と平成16年とか平成15年とか、そう

いった辺りにしていったのが以前だったという

ことで、今回、その災害協定がどのように生か

されたのかと考えますと、東日本大震災以降に

締結いたしました３つの協定が今回ある意味で

は非常にタイムリーに様々ご協力いただいたと

思っております。 

 まず第１点は、長井青年会議所との支援活動

に関する協定というのを、８月５日に設置した

災害ボランティアセンターの活動にご協力をい

ただいております。災害ボランティアセンター

については、長井市社会福祉協議会のほうでい

ろいろな、ほかの団体に、あるいは震災のとき

のボランティアで活躍された、またそういう実

績から迅速に動いていただいております。これ

が８月５日、６日以降、新聞、テレビ等々で報

道されました。近隣の置賜地域の災害の大変だ

ったところのボランティア活動など、報道等で

も紹介あったのですが、それ以前に長井市では

もうしっかりと活動していただいておったとい

うこと。 

 あと、２点目がＮＰＯ法人コメリ災害対策セ

ンターとの物資供給協定でございました。これ

は床上浸水で生活必需品を喪失した10世帯に、

寝具やタオル、洗剤等の調達にご協力いただい

ております。 

 あと、３点目は、国土交通省の山形河川国道

事務所から、現地情報連絡員の派遣協定により

まして、８月３日、すなわちもう災害が発生し

たときからリエゾンとして２名の方に常駐いた

だくとともに、８月５日からは緊急災害対策派

遣隊、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥを派遣いただきまし

た。私どものほうにお越しいただいた、応援い

ただきましたＴＥＣ－ＦＯＲＣＥは関東地方整

備局、首都圏から長井に派遣されたチームでご

ざいました。そんなことで、今後の復旧に向け

たＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ、リエゾンからは、現場

の状況などを確認していただいて、技術的支援

をいただいたところでございます。 

 これらの協定が被災後の円滑な復旧事業に生

かされていると考えております。 

 なお、大部分の災害協定、特に自治体間の協

定は、まずは生活必需品とか食料、こういった

ものが、まずは災害発生して数日は備蓄なり、

あるいは被災された方々の自助努力と、あと周

りからの支援で二、三日は何とかなるんでしょ

うけども、それ以降、やっぱり食料が確保でき

なくて大変ですから、そういったときにいろい

ろ支援いただくということでございまして、そ

ういった意味では、むしろ私どもは支援するほ

うがメインで、支援されたことというのは今ま

で自治体のほうからはございません。 

 また、特に罹災証明とか、被災証明、こうい



 

―３１― 

ったものは職員がやっぱり現地出向いて直接住

宅や施設を見て判断しなければいけませんので、

そういったことについては、最近ですと、今年

の６月頃ですか、福島県の地震などについて、

私どもの職員が複数名、繰り返し応援に行った

ということなどがございます。 

 続きまして、この項の２点目の、議員のほう

からは、災害時の迅速な対応のため、管理区分

の明確化を進めてはどうかと。さらに、今後の

市内の豪雨対策において、流域治水を具現化・

具体化させることも必要と考えるかどうかとい

うことでございますけれども、まず基本は、全

て国と県と市、それから土地改良区であったり、

森林組合であったりとか、いろいろ管理区分と

いうのはもうみんなしっかり分かっていると思

っています。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、羽越水

害以来、大きな災害がございませんでしたので、

あまりそういったことの必要性を感じてないと

いうことで、結局迅速な対応がすぐできないと

いうことだと思います。 

 例えば河川の種別について言えば、国直轄管

理の一級河川、最上川から県管理の一級河川、

置賜野川、置賜白川と、そして市管理の準用河

川、そして法定外水路を含めた普通河川。普通

河川に至っては1,200キロあります、私ども長

井市だけで。その普通河川というのが住民から

見れば全部市の河川じゃないのかというふうに

思われているんですが、実は、それは今から十

五、六年前ですかね、法律改正によって国のも

のだったものが市に移管になったものなんです

ね。 

 したがって、私どもとしてもその普通河川と

いいますか、いわゆる法定外水路については私

どもで整備することは不可能であるということ

を申し上げておりますが、そのほかに土地改良

区の用排水路がありまして、それぞれの用途に

基づいて維持管理を行っております。 

 ８月３日の豪雨災害では、特に市道平泉線の

道路崩落については、県管轄の砂防指定区域に

流れ込んだ濁流の土砂等が水路施設や土地改良

区用水路、すぐそばにあるんですね。これを閉

塞させまして、詰まってしまったんですね。そ

れで、鉄砲水になって市道にどっと流れ込んで、

その市道の下をえぐって、結果としてのり面と

道路半分を崩落させたというものでございます。

この箇所については市管理の法定外水路や県管

理の水路施設、そして土地改良区の幹線用水路

が集中しており、まずは土地改良区用水路の確

保を優先に土砂撤去を行い、田んぼへの用水を

確保したところです。 

 今回の災害では、管理区分にこだわらない相

互の情報提供や初期対応が被害の最小化を図る

上での重要性を改めて認識したところです。今

後、さらなる定期的な合同パトロールや管理区

分の徹底を図っていきたいと思います。 

 また、初期の復旧の委託業者については、年

度当初に市内６校区を地区割にしておりまして、

道路維持修繕業務委託契約を締結しております

ので、今回の反省としては、次年度より契約書

において災害時の対応について明文化して、さ

らなる早期対応が図れるようにしてまいりたい

と思います。 

 これはどういうことかといいますと、今回は

３日の夜から翌日にかけて災害のピークだった

と思っておりますが、そのときは夜なものです

から、実際に動いていたのは国と県と市町村だ

けだったと思います。恐らく土地改良区とかは

見回りはしていらっしゃらなかったと思います。 

 あと、市民の皆様は基本的に避難するように

指示を出しているところですから、したがって、

例えば土地改良区ではあらかじめ見回るという

ことをどうなさっているか分かりませんけれど

も、そういったことで私ども市町村とか県辺り

がこういった県管理、市管理、そして土地改良

区、そういった施設について見回りをして発見
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してお互いに連絡調整すると。 

 ただし、民間の建設会社さんに委託している

部分については、それを建設会社で発見しても、

応急措置していいかどうかという、何ていうか、

取決めを交わしてなかったもんですから、こう

いったところをやはり一つ一つ、指示を受けな

くても動けるような、そんな対応をしなきゃい

けないと思っております。 

 また、国においては、気候変動の影響や社会

情勢の状況の変化などを踏まえながら、河川の

流域のあらゆる関係者が共同して流域全体で行

う治水対策、これは議員からもございました、

いわゆる流域治水への転換が図られております。 

 その考え方は、従来の水害によるダメージを

できるだけ防ぎ、減らし、被害の軽減や早期復

旧を図るための対策で、３つの柱があるという

ことなんですが、１つは、氾濫をできるだけ防

ぎ減らすための対策として、流水の貯留機能の

拡大、例えば治水ダムの再生や遊水地の整備、

あるいは河床掘削による流下能力の維持向上と

いうことですね。これが一番メインになるわけ

ですが、２つ目には、被害対象を減少させるた

めの対策として、リスクの低いエリアへの住ま

いへの誘導や二重堤防などの整備による浸水範

囲の減少。あと、３つ目は、被害の軽減、早期

復旧・復興のための対策として、土地のリスク

の情報の充実、避難体制の強化、経済被害の最

小化や被災自治体の支援体制の充実など、ハー

ド、ソフト一体で多層的に進める方針というこ

となんですが、流域治水の考え方は、何しろ50

年ぐらいほとんどなかったもんですから、私か

ら見ますと、やっぱり流域治水といってもそれ

ぞれの市町村の流域治水じゃないんですよ、広

域の流域治水。少なくとも置賜地域でしたら、

置賜３市５町の中で、例えば長井市で起きた災

害が、それは長井市だけの問題じゃなくて、置

賜全体でそれをどういうふうに解決するかとい

うことを考えていかなきゃいけないんですね。 

 ですから、今回も災害の視察にいらした国会

議員の方にも申し上げたんですが、今回の災害

で皆さんいろいろ、こうしろああしろとおっし

ゃってくる。これはもうごもっともな意見だし、

それだけ被害が深刻だということなんだけども、

でもそれは、実はその対策については、木だけ

を見て、森全体を見ないで木だけを解決しろと、

なぜ枯れたのかという、その木だけを見て対策

したら、それは大きな間違いになりますと。で

すから、全体を見て、その中での１本１本の木

を見ていかなきゃいけないんですという話など

をさせていただきましたけど、そんな考え方で

いかなきゃいけないと思っております。 

 時間もありませんので、簡潔にもう少し申し

上げますと、流域治水の考えは決して国直轄の

最上川のような大河川だけの話ではなく、その

支流となる県管理の一級河川や、もちろん市管

理の準用、普通河川、雨水幹線も含めての考え

方であり、今後、国、県、市、一体となった包

括的な対策とともに、本市の実情に応じた減災

の取組を推進していきたいと考えております。 

 本市においても、国土強靱化５か年計画の施

策である緊急浚渫推進事業債、これは浚渫債っ

ていいまして、充当率が100％の交付税措置で、

70％を支援してもらえるというものを活用しな

がら、計画的なしゅんせつを既に実施しており、

県のほうでもこの浚渫債が出たもんですから、

今までなかなか予算が立てられなかったのがよ

うやくここ三、四年で進んできたと思っており

ますけども、これまでの治水、越水ポイントの

整備を重点的に行っていかなきゃいけないと思

っています。 

 今年度は高野町、撞木橋、今後は遊水地を含

めた雨水貯留機能の可能性や災害リスクを考慮

した立地適正化計画の作成を検討していくとと

もに、引き続き指定緊急避難場所の安全性や避

難通路の確保、緊急情報システムの機能の強化、

自主防災組織の防災力向上、要支援者の個別計
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画策定支援、地区防災訓練の実施とソフト面の

充実も図っていきたいと考えているところでご

ざいます。 

○浅野敏明議長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 私には、全国学力・学習状況

調査について４点ご質問いただきました。 

 なお、この答えに対しては学力観ですとか、

それからこの学力状況調査をどう捉えるとか、

様々なものを整理しながらお話をしたいと思い

ますが、この後、災害についての答弁も残って

おりますので、極めて項目的なお答えになると

思います。残ったところについては、議員から

もお話ありましたように、次回の議会のほうで

お話ししたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 まず、この４つの質問にお答えする前に、こ

の全国学力・学習状況調査、いわゆる全国学調

の特徴を改めてお話ししたいと思います。 

 これは、これまで学習した様々な力を実生活

場面にどう活用して答えを導くか、そのような

力、それから学習意欲や生活状況を探る調査に

なっておりますので、その年々で設問が全く違

います。特に今年度ですと、特徴的なところは、

ＧＩＧＡスクール構想の取組が進んでおります

ので、インターネットの中での子供の生活、数

処理、読み等どれぐらいタブレットを活用でき

るかというところ設問されたものだと思ってお

ります。 

 個人的にはこれらのところで毎年毎年違いま

すので、これらを経年比較して平均よりよかっ

た悪かったということよりも、その子供たちの

一つ一つの生活ですか、学習の様子をきちっと

見て何が課題か、そしてどうつないでいくか、

それを大事にしなければいけない調査だなと思

っております。 

 それでは、質問に沿って簡潔にお答えいたし

ます。 

 まず、１つ目の学力の実態であります。 

 各学校では既に保護者向けには説明しており

ますが、市では数値を公表しておりません。こ

れについては、どうしても平均と私たちの学校

はどうだったろうかということが先に立って比

較されがちです。これは校長会でもお話ししま

したが、やはりこのところの合意形成がなされ

ておりませんので、先日公表されたその結果も、

大ざっぱにはなりますが次のようなことでお答

えしたいと思います。 

 小学校では、国語科は県とほぼ同じ、それか

ら算数は大きく下回っております。それから、

中学校では、国語、数学とも山形県とほぼ同じ

と捉えております。 

 さて、好きと学力の相関についてのご質問で

ございました。 

 学力については３つの要素があります。基礎、

基本、それからそれを活用する力、３つ目が意

欲。好き嫌いというのは、実はこの学力の要素

の一つの大きなものになっていると捉えており

ます。逆に、活用力度が高いのに数学が嫌いだ

となると、これ多分そのときはいいんですけど

も、将来の学習につながっていかないとか、そ

ういったところの相関関係もあると思います。 

 今回の結果ですが、好きとか分かるという意

識が基礎、基本や活用する力に結びついていな

いと結論から申し上げたいと思います。実はこ

れは校長会でも話題になりました。一番の反省

は、理解力のある子供の力を伸ばし切っていな

いということであります。誰でも分かる授業を

したいという姿勢は極めて大切ですが、理解の

早い子供が退屈をしているという姿も実は見ら

れます。今求められているのは、一人一人が持

っている可能性を最大限に生かし伸ばすという

個別最適な授業です。どの子供も好きで楽しく、

学びの成長が感じられる、これらのことを長井

市が整えているＩＣＴ環境とタブレット、これ

を駆使しながら進めていきたいと確認し合った

ところであります。 
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 また、昨年度から５時間の授業を増やし、研

修や子供と向き合う時間を増やすとともに、教

科の本質に触れさせる授業の推進を図っており

ますので、その成果も少しずつ現れると思って

おります。 

 ２つ目でございます。今回のことも踏まえ、

市のほうでもずっとこの経年変化については把

握しております。今年度については、国語は小

学校６年生と比べて、ほぼ平均と比べればプラ

マイ・ゼロ、それから算数も大体同じ結果です。

それから、令和３年度については、国語はほぼ

同じ、算数・数学についてはマイナス、下がっ

ているという状況、令和２年度については、こ

れはどちらも平均と比べればいい結果になって

いるということですが、むしろ正答率を見てい

ると、中学校はどんどん下がっています。読解

力が非常に難しくて、最初の質問に行くまでに

力尽きるという子供も実はいるんです。そのよ

うなところで、先ほどもお話ししましたが、む

しろこの全国平均の経年比較よりは、それぞれ

の中の子供たちの状況を見ながら授業改善に役

立てていきたいなと思います。 

 ３つ目であります。先ほどお話ししたとおり、

今年度の大きな特徴は、やはりタブレット、イ

ンターネットを活用したものが問われておりま

す。例えば小学校の「読む」ですと、自分の興

味ある視点で文章を読んで、付箋を貼りながら

その作品を読む。その結果としてどうですかと

いうような設問があります。それから、中学校

なんかでは心情を中心にして読んでいるような

ものでありますが、なかなかこれと、読むこと

イコール読書活動だと結びつけることは難しい

なと思います。 

 なお、国語では目的意識を持った読み、これ

が課題になっています。それから、算数・数学

は、小学校やはり日常場面の目的に合った数の

処理、それから中学校では見いだした事柄を数

学的に処理、表現する、これが課題であります。 

 一番大事なところは、実はこの問題は、教科

の授業だけではなかなか力がつきません。多様

な生活の中で国語的な見方、数理的な見方をど

ういうふうに学ばせるかということから考える

と、やはり総合的な学習、これを駆使していく

必要があるのかなと。この中で育んでいくこと

が必要なのかなと思っているところであります。

これについては校長会等も含めて話を進めてい

るところです。 

 ４つ目、子供の家庭の学習時間についてです

が、質問の項目が塾や習い事を含んだ家庭学習

の時間ですので、塾が非常に進んでいる都会と

長井市をこれで比較するのはちょっと私、酷だ

なと思っております。 

 本市における児童生徒の学習時間ですが、３

時間以上勉強する子供が５％、それから２時間

から３時間未満の学習時間の児童生徒が13％、

中学校については前者が2.1％、後者について

は22.7％ですが、ちょうどこの時期、部活動の

熱が入っておりまして、うちに帰ったらすぐ寝

るという子供もおります。このこともご承知い

ただきながら解釈していただければなと思いま

す。 

 ただ、やはり自発的に、宿題だけでなく興味

あることに時間を割く、これは非常に大事なこ

とだと思っております。 

 最後、ギフテッドについてでございますけど

も、可能性を最大に伸ばすということは非常に

大切です。本市の中にもそういった力を持って

いる子供たちがおります。本市の教育の重点の

一つに特別支援教育の視点に立った授業づくり、

この中には特質のある子供の特性を受け止めて

みんなで伸びる学校につながると、それを大事

にしたいという思いがあります。 

 ６月の議会で話題となった市内の高等学校の

姿ですけども、市内の子供で特徴的な能力を持

つ子供が活躍できる高校として、市内の人材育

成につながること、これらを期待したいと思い
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ます。 

 そういう意味でも、こういった特別な能力を

持つ子供を伸ばしたいと思いますし、加えて学

校だけでなくて、地域ＩＣＴクラブそれから、

ハイパー学童等も行っています。これらの環境

を推進しながら地域ぐるみで伸ばしたいなと思

っているところであります。 

○浅野敏明議長 新野弘明総務参事。 

○新野弘明総務参事 私のほうには、１番、災害

対応についての（１）市役所の災害総合窓口一

本化についてご提案いただきました。 

 このたびの災害につきましては、８月30日現

在でございますけども、罹災証明が40件、これ

は税務課のほうです。あと、被災証明が38件、

こちらは総務課のほうになります。あと、被災

ごみの減免、こちらは市民課になりますが、そ

ういった申請がございました。これまで経験し

たことない大雨によりまして、被害状況の把握

が困難な中、まずは８月６日土曜日、７日日曜

日に罹災証明書、被災証明書及びごみ処分の対

応窓口を開設いたしまして、申請の受付、証明

書の発行に対応したところでございます。 

 市民の皆様や地区長の皆様から、住宅だけで

はなく市道や県道、河川、農業施設など、被害

状況に応じた様々な相談が寄せられたところで

ございます。多岐にわたる相談内容に対応する

ために、各種の相談を担当課、こちら危機管理

室でございますけども、そちらに振り分ける職

員を配置いたしまして、できる限り市民の皆様

に負担をかけないよう、対応させていただいた

ところでございます。 

 しかしながら、さらに大規模な災害の場合に

ついては相当な申請が予想されることから、全

庁体制によりまして、議員から提案いただいた

とおり、専用窓口を設けて対応が必要であると

考えているところでございます。 

 このたびの経験を生かしながら、万一の大規

模災害に対応できるよう、各部門の役割を精査

いたしまして、円滑な対応が取れるよう準備し

てまいります。 

 あと、２つ目のところでございますが、罹災

証明、被災証明のオンライン申請についてご提

案いただきました。 

 現在、罹災証明のオンライン申請につきまし

ては、県内の状況でございますけども、米沢市

のほうで実施しておりまして、こちらは県と県

内市町村で運用しているやまがたｅ申請でサー

ビスを提供しております。既にやまがたｅ申請

のサービスについては、オンライン申請の仕組

みができておりますので、まず長井市といたし

ましては、罹災証明のオンライン申請について

は、既に税務課のほうで業務手順の整理を行う

など、準備を進めているところでございます。 

 あと、被災証明につきましても、県内の状況

についてはまだ実績ございませんけども、同様

な仕組みで対応できるだろうと思っております

ので、そちらのほうもやまがたｅ申請を利用し

ながら検討してまいります。 

○浅野敏明議長 勝見議員。 

○２番 勝見英一朗議員 災害については、初期

の対応で、今ご答弁いただいたようにスムーズ

な対応に変わっていくかなと期待しているとこ

ろです。 

 なお、市長に１点だけご質問、もう一度お尋

ねいたしますが、この流域治水というのは今ま

でずっと言われてきて当然の考え方になってい

て、今のような実態を受けていろいろ話しして

いても、その流域治水というのはこれから必要

になるよねというのは、みんな共通して理解さ

れるところなんです。ただ、それを、じゃあ田

んぼの水位なり高さなりを測って、どういうと

ころで水を受け止めていくか、それをどこがマ

ネジメントしていくのかとなってくると、そこ

まではなかなか踏み切れてないところがありま

して、見えてないところがありまして、この流

域治水について、今回川西町、飯豊町、それか
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ら長井市辺りが一帯として水が流れてきている

わけですので、その辺の、西置賜の流域治水協

議会のような形での検討というのは今後考えて

はどうかと思うんですが、その辺は市長、どの

ようにお考えでしょうか。 

○浅野敏明議長 内谷市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 何ていうんでしょうか、県の管理の河川、あ

るいは市町村の管理の河川も含めた治水につい

ては組織はないんですが、置賜３市５町で最上

川上流域の期成同盟会というのはございまして、

それは長井市が事務局を扱って、私が会長にな

っております。 

 そして、全国的には、我々市町村、あるいは

県が国土交通省なり財務省なり、地元国会議員

などを通じて要望するわけですけども、それと

は別に東北での治水というのがあるんですね。

先ほどから申し上げ、時間もないので簡潔にお

話ししなきゃいけないのですが、気候がここ10

年で明らかに変わってきたわけですよね。何が

一番変わったかというと、かつて東北は梅雨か

ら秋雨、この時期は西日本に比べれば雨量が少

ないと、極端に少ないと、そういうことで水路

とか堤防とか、いろんなものを設計されている

んですね。それがもう明らかに変わってきたと

国土交通省の皆様がおっしゃっている。これを

変えていかなきゃいけない。それには相当な、

いろんな事業をしていくことと膨大なお金がか

かる。これは、ちょっと我々、周りの市町村で

どうするかということも大切なんですが、もう

少し抜本的に考え方を変えていかないと駄目だ

と思いますので、まずは飯豊町、川西町なんか

と連携取るのは大切なんですが、私から申し上

げますと、我々流域治水についての理解が足り

ないんじゃないかと。 

 したがって、昨年もやったんですが、東北地

方整備局のほうから河川部長さんにお越しいた

だいて、まず首長と担当課長、勉強しようよと

いうことでやったんですが、やっぱり関心低い

んですね、来ないんですよ。かなり乱暴なこと

をおっしゃる首長さんもいます。それは自分の

ところをとにかく災害から守るためには、こう

すればいいだろう、ああすればいいだろうと。

そうすると、その影響は今度下流とか周りに影

響を及ぼすわけですね。ですから、その流域治

水の考え方そのものをもう一回、我々、基礎か

ら勉強しなきゃいけないのかなと思っておりま

す。 

○浅野敏明議長 勝見議員。 

○２番 勝見英一朗議員 今市長おっしゃったよ

うなことが、我々市民にとっても同じだと思っ

てまして、例えば広域の田んぼで水を受け止め

るとなると、いや、うちの田んぼには入れたく

ないというのが心情かなと。そうすると、ある

程度の長い時間かけてその流域治水というのは

必要なことで、受け止めるという気持ちが醸成

されることが最低限必要なのかなと思っており

ますので、機会を見ながらでぜひ話を出してい

ただきたいと。 

 それから、災害対応につきましても、このよ

うな実態になってくると、単に自分のところだ

けは守りたいというわけにはなかなかいかない

んだけれども、それでも、例えば浸水を防ぐた

めのブロック塀を、低い段階で30センチでも敷

いて、そして途中に家庭用の止水板なんかもあ

るわけですから、それらを設置して最小限の浸

水を止めるとか、そのための補助を出すとか、

そういうことなどもこれからの検討になってい

くのかなとは感じたところでした。 

 これまでのような災害対応でないところも出

てきますけれども、ぜひご指導いただきたいと

思います。 

 なお、教育長からもお話をいただきました。

この学力に関しては、確かに学力の３要素があ

って、基礎的・基本的な学力だけではなくて思

考力もあるし、それから学習に臨む態度という
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ところもあります。ただ、基礎的な学力の代わ

りに態度があるからいいだろうというわけには

いかない。やっぱり基礎的な学力だったらそこ

はちゃんと数字として見ていく必要があるかと

思います。それについてはまた機会があれば教

育長のお考えをお聞かせいただきたいと思って

おります。 

 以上で質問を終わります。 

 

 

 鈴木富美子議員の質問 

 

 

○浅野敏明議長 次に、順位２番、議席番号10番、

鈴木富美子議員。 

  （10番鈴木富美子議員登壇） 

○１０番 鈴木富美子議員 おはようございます。

夏の終わりを告げるように日中はセミが必死で

鳴き、夜になると秋だよと言わんばかりにいろ

んな虫の声が聞こえる今日この頃です。秋の果

物も多く出回るようになり、天高く馬肥ゆる秋、

秋らしい爽やかさを感じる季節となりました。 

 しかし、８月の豪雨災害は、置賜地区に大き

な被害をもたらし、いまだに先が見えない方も

多くいらっしゃいます。被災された皆様に心か

らお見舞いを申し上げ、一日も早く日常生活に

戻れることをお祈りいたします。また、多くの

ボランティアの皆様には深く感謝を申し上げま

す。 

 今後、国や県のお力添えをいただき、一日も

早い復興に期待したいと思います。 

 ９月定例会は、リノベーションされたタスの

さらなる活性化と今後の長井ダム観光、そして

パークゴルフ場のトイレについての３項目の質

問をさせていただきます。 

 １項目めは、タスビルのさらなる活性化に向

けての質問をいたします。 

 タスビルは、昭和62年７月に竣工し、それか

ら35年が経過しました。老朽化が進み、交流の

拠点としての役割など本来の機能を発揮できな

いなど、大きな課題となっていました。 

 令和３年12月議会において、タスビルを存続

させるためにホテル事業を行ってきたタスパー

クホテルの資金について、長井商工会議所の

3,000万円を1,000万円に減資し、地場産業振興

センターと長井市が出資をし、1,000万円ずつ

三者で持ち、役割分担をし、共同の責任でやっ

ていくとの市長からの提案がありました。この

件について議会において議論がなされ、さらに

市長からは、タスと本市との関わり方について

は、市民の皆様の福祉向上に資する施設にすべ

きということから、市で所有することが適正で

はないかという判断をしたとの説明もなされま

した。 

 この間、国の地方創生拠点整備交付金を活用

し、１階から３階までの一部改修工事が行われ

ました。総事業費は４億8,807万円、昨年４月

にプロポーザル公告公募、６月に審査会を開催

し、その後、工事契約を締結、今年の３月15日

までの契約で事業を実施、４月にリニューアル

オープンをいたしました。しかしながら、ホテ

ル・旅館経営は、新型コロナウイルス感染症の

影響による飲食、施設利用の減少という状況は

変わっておりません。 

 そういう状況を踏まえて幾つかの質問をいた

します。 

 初めに、商工振興課長にお聞きいたします。

タスがリニューアルオープンしてお客様の流れ

が今までと変わったところなど、特徴的なとこ

ろはあるでしょうか。 

 私は先日、コワーキングスペースを利用させ

ていただきました。とても静かで環境もよく、

落ち着いた雰囲気で利用しやすいと感じてまい

りました。４月にオープンしてから、コワーキ

ングスペースやワーケーションルームを利用さ

れたお客様の人数や利用されたお客様の地域、


